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■鏡伝池緑地（市民の森） 指定管理者管理運営評価表（令和元年度実績） 

 

公の施設の名称等 

名 称 鏡伝池緑地（市民の森） 

業務内容 

一般管理業務、施設管理業務、特殊植物管理業務、施設
運営業務、広報 PR 情報収集業務、建築設備等保守管理
業務、保安警備業務、市・関係機関等との連携業務、そ
の他必要な管理運営業務 

所在地 枚方市楠葉丘 2 丁目 10－1 

設置目的 

「都市緑化植物園」として整備し、植物、水辺などの自然的要素を活用

して花や緑に関する情報の普及を図り、花やみどりに触れ合う市民相互

の交流の場を提供することにより、まちの中において緑化意識の高揚や

緑化知識を促進することを目的とする。 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 京阪ひらかたみどりグループ 

代表団体名：京阪園芸株式会社 土木部 みち・みどり室 
平成 29年 4月 1日から令和 4年 3月 31日 

（2017年 4月 1日から 2022年 3月 31日） 
所在地 枚方市伊加賀寿町 1 番 5 号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望 

緑地の設置

目的等を踏

まえた現状

認識並びに

今後の方向

性が明確に

提案されて

いる 

鏡伝池緑地は、設備の老朽化

や植栽の経年による状態不良な

どの問題はあるが、水と緑と生

物との調和のとれた緑地として

市民に利用されている。みどり

の基本計画に基づき、「みど

り」を枚方市に発信する場とし

て、みどりを推進していく人材

を育成し、さらなる緑の拠点と

して発展させる。従来の事業継

承に加えて、新しく年 2 回の緑

化フェアの開催や、まちの緑化

緑地の若返りを図るために、高木の大規模な剪

定、枯れ枝の除去、及び枯木伐木を行った。 

緑化フェアは、春と秋の 2 回開催し、花苗や

資材などの販売のほか、バラセミナーや寄せ植

え講習会など、フェア期間中に咲いている見ご

ろの植物に関する講習会などを開催した。昨年

好評だったあおぞら緑の相談室を今年度も開催

した。 

市民団体と共催で春・秋の山野草展やカトレ

ア展会等を行った。例年は山野草展のみ共催し

ている枚方山草会であるが、本年度は山野草に

関する講習会も共同で行った。園内花壇の植替

4 

 事業計画に沿った取り組みを実施してい

る。緑地管理は長い年月をかけて育まれて

いくため、毎年積み重ねの事業実施を期待

する。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

ボランティア・緑化関係者育成

を目的とした講座を開設する。

イベントは市民団体等との協働

で実施する。 

えを公園利用者と協力して行った。 

②施設運営に関する計画 

特殊植物の

育成管理を

含め、緑地

を良好かつ

十分に管理

運営できる

業務実施体

制について

提案されて

いる 

業務実施体制は、所長を中心

に 1 級造園施工管理技士や 2 級

造園施工管理技士の資格をもつ

園芸技術員・花と緑の相談員等

を擁して、充実した管理体制で

行う。 

相談員には樹木医、1 級造園施工管理技士、公

園管理運営士等を配置し、植栽管理の改善計画

や実務、相談対応など充実した管理体制を整え

た。 

特殊植物管理(花菖蒲、スイレン、日本さくら

草)については長年従事し、精通しているスタッ

フの指導のもと管理を行い、管理育成を通じて

他のスタッフへ技術を継承するよう努めた。さ

らに特殊植物管理を行っている他公園と意見交

換を行い、講習会や研修に参加して知識の習得

に努めた。 

園内の樹木、園芸植物については樹木医など

の相談員のアドバイスを受けながら手厚い管理

を行った。 

4 

 園内の植物や緑地の管理運営をするため

のスタッフは充実し、その熟練した技術の

高さから、来園した市民が興味を持ちなが

ら、みどりの魅力やみどりづくりについて

理解を深めていることがうかがえる。 

他公園との意見交換やスタッフの技術や

知識の習得については、特殊植物管理以外

に都市緑化植物園としての機能・役割を考

え、今後も引き続き期待する。 

4 

新たな緑化

推進業務と

して、展示

会 や 講 習

会、緑化相

談などの充

実を図るこ

とが提案さ

れている 

まちの緑化ボランティア･緑化

関係者育成を目的としたガーデ

ンセミナー養成講座を開設す

る。講習会は年 8 回。内訳は、

寄せ植え講習会 2 回、松竹梅寄

せ植え講習会 1 回、庭園づくり

入門講習会 2 回、みどりとふれ

あう（樹名札作成）講習会 2

回、緑化技術講習会（土壌改良

について等）1 回。緑化相談は

相談日、相談員、時間等をホー

ムページ、掲示板等で来園者に

本年度は 20 回開催し、延べ 289 名のご参加を

いただいた。内容としては、寄せ植え講習会(4

回)のほか、春・秋のバラセミナー、年間花しょ

うぶ講習会(全 3 回)など当公園の強みを生かした

栽培・管理方法の講習会や、枚方山草会と共同

した講習会も行った。また、事前予約のいらな

いワークショップの開催も試みた。 

 講習会の詳細は以下の通り。 

 種団子作り(7 組)、春の寄せ植え(19 名)、バラ

セミナー(8 名)、花しょうぶの育て方(10 名)、吊

りコケ玉(33 名)、種から育てる山野草(39 名)、

夏の寄せ植え(14 名)、年間花菖蒲(9 名)、子供木

4 

毎年、多くの講習会・展示会を開催し、

市民の緑化意識を高めるため、みどりとの

ふれあいを育てる機会を創出し、意識啓発

を行っていることは評価できる。 

特に、講習会の開催は、工夫を凝らした

多様なメニューの提供により、年間を通じ

て市民に多くの機会を与え、緑化推進に取

り組んでいる。 

今後も幅広い年齢層の市民向けに多様な

催しを企画・運営し、みどりの拠点として

発展するための取り組みを期待する。 

4 



3 
 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

伝える。 工教室(13 組)、昆虫観察会(8 組)、かかし作り(4

組)、樹名板作り(6 名)、秋の寄せ植え(19 名)、ク

リスマス向けワークショップ(56 名)、お正月寄

せ植え(14 名)、しめ縄作り(10 組)、葉脈標本(7

組)、バラセミナー(6 名)、竹細工(7 組) 

展示会については、一般愛好者や市民団体のご

協力のもとで開催したものや、一般市民の方か

らのご寄付により開催できたものも含め、計 15

回の展示会を行った。 

 展示会の詳細は以下の通り 

 日本さくら草展示、春の山野草、エビネ展、

鯉のぼり展示、花菖蒲展、七夕装飾、刃物展、

秋の山野草展、ハロウィン展示、菊花展、クリ

スマス装飾展示、門松展示、カトレア展、ひな

祭り展 

 緑化相談については、相談担当者や受付時

間、よくある相談内容をホームページに記載、

掲示板に掲示し、利用者にわかりやすい情報発

信を行った。 

緑地の特性

を活かした

魅力アップ

について、

花と緑のイ

ベントなど

利用者サー

ビ ス を 維

持・向上さ

せる提案が

されている 

従来の事業継承に加えて、新

しく年 2 回の緑化フェアの開催

を提案する。フェアに合わせた

物販の実施、常設展示の充実、

ホームページ等による情報発信

やベンチの整備、見本園の展示

内容の見直し、園内の車いす対

応改修、池の水質改善、バラの

小道の設置など行う。 

春と秋に緑化フェアを開催し、花苗や資材の

販売やバラセミナーや寄せ植えなどの講習会を

行った。また、園内花壇の植付けボランティア

として、植付け日当日の来園者の方でボラン

ティア活動にご賛同いただいた方に植付けを

行ってもらった。 

 ホームページや各種 SNS の更新頻度を高め、

より細やかな情報発信を心掛けた。 

 花しょうぶや池を座って鑑賞できるよう 4 台

の床几台を作成、設置した。 

 トリムの森付近の外周園路の、根による不陸

を 2 ヶ所整正、コンクリート舗装を行った。 

第 1 駐車場の駐車ラインの引き直しを行った。 

4 

計画通りの取り組みが実施されている。 

春と秋に開催している緑化フェアなどを通

じて、来園者から講演会等のテーマやニー

ズを引き続き掴んで欲しい。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者サー

ビス向上の

観点から、

花・緑の販

売、臨時的

な物販等自

主事業が提

案されてい

る 

春の緑化フェア開催 

岡東中央公園の都市緑化フェ

アの前後に園芸関係（花苗、野

菜苗、観葉植物、園芸資材等）

の販売、花苗無料配布等を行

う。 

秋の緑化フェア開催 

枚方市主催の菊花展と連携し

コミュニティゾーンにおいて、

園芸関係（花苗、果樹苗、観葉

植物、園芸資材等）の販売、花

苗無料配布等を行う。 

春の緑化フェアは、販売内容に合わせ 2 回に分

け、4 月中は野菜苗や資材を中心、5 月は花苗や

バラ鉢を中心に販売を行った。また、都市緑化

フェスへ市民の森として参加し、花しょうぶ苗

の販売やワークショップを開催した。 

 秋の緑化フェアは、菊やバラの見頃の時期に

合わせて開催した。 

 また、緑化フェア以外の時期には、花壇植替

え時に咲いている花で作成した切り花やドライ

フラワー、播種苗などを随時販売した。 

4 

 昨年度の評価において、自主事業におい

て、幅広い年齢層の市民に対し工夫を凝ら

した企画・運営の取り組むよう指摘した

が、それに応え、新たな企画を立ち上げた

ことは評価できる。 

4 

緑地の利用

促進及び都

市緑化の普

及に繋がる

広報 PR 活動

及び緑の資

料室の活用

について提

案されてい

る 

常設展示として、まちの緑化

に役立つ技術展示、緑化活動情

報、花と緑に関する展示、みど

りのボランティア活動、みどり

の地域づくり活動等の情報を集

め展示する。 

新たに鏡伝池緑地ホームペー

ジを立ち上げる。緑地内の開花

状況、イベント、講習会、展示

会、みどりの相談、常設展示内

容、図書情報など、時期を逃す

ことなく最新の情報を提供す

る。また、関連施設とのリンク

も充実させる。 

広報チラシ｢市民の森だより｣

を年４回発行する。内容は、開

花情報、イベント、講習会、展

示会、みどりの相談、常設展示

内容、図書情報等を掲載する。

発行部数は各回 1,000 部。 

ホームページの他、Facebook、Instagram、

Twitter などの SNS を活用して、各イベント情

報や見頃の花を随時更新した。 

 広報誌として「市民の森だより」を年 4 回各

1,000 部発行し、市役所や生涯学習センター、図

書館、駅、みどりの相談所へ配布した。 

 花菖蒲に合わせて、大阪府山田池公園と連携

して、相互の花菖蒲園の内容を記載したパンフ

レットを作成し、配布を行った。また、花菖蒲

展 PR のために、京阪電鉄樟葉駅構内に花菖蒲の

鉢を展示し、市民の森だより及び山田池公園と

の共同パンフレットを配布し、周知活動を行っ

た。 

4 

 広報誌「市民の森だより」は、固定ファ

ンもついているようで、市民からの期待も

あり、引き続き紙面の充実を図られるよう

期待する。 

4 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

｢市民の森｣ガイドブックの制

作、発行を実施する。 

緑の資料室の活用 

現在ある書籍、資料を確認し

不足している分野のものは補充

を検討する。また、現在よく読

まれている月刊誌、必要と思わ

れる書籍等の新しい書籍の購入

を検討していく。枚方市内の市

営図書館にある園芸関係の書籍

を確認し、来園者が希望すれば

伝えられるシステムを構築す

る。 

みどりに関

わる市民団

体や他の都

市緑化植物

園との事業

連携につい

て、提案さ

れている 

イベントは市民団体等との協

働で実施する。 

他の緑の相談コーナーがある

施設と情報の交換を行い、本施

設の緑化推進の向上に努める。 

市民団体との共催展示会を 2 回、共催講習会

を 1 回、市民愛好家の作品をお借りした展示会

を 2 回、市民にご寄付いただいた鯉のぼりやひ

な人形の展示会 2 回を実施した。 

令和元年度の緑化相談は 152 件であった。 

 大阪府山田池公園と連携し、花菖蒲の時期に

合わせた共同パンフレットの作成、配布のほ

か、互いの花菖蒲園の見学及び意見交換等を

行った。 

 関西地区花と緑の相談所連絡会議に春と秋の 2

回参加し、他の公園の見学を行うとともに、他

施設との意見交換、情報収集を行った。 

4 

 計画通りの取り組みが実施されており、

緑化相談件数が昨年度より 1.5倍と増加し

ているのは評価できる。 

4 

利用者に対

する接遇対

応向上につ

いて、提案

されている 

職員はユニフォーム、現場従

事者はグループ名の入ったベス

トを着用する。 

全従事者は写真入り名札（ひ

らがな明記）を付け、身分証明

書を携帯する。 

利用者に対して園内での挨拶を積極的に行

い、コミュニケーションを図ることで、質問や

要望、小さな苦情も言っていただきやすいよう

に配慮した。 
4 

事業計画に基づく取り組みが実施されて

いる。引き続き来園者への挨拶を積極的に

行い、みどりについて話しやすい雰囲気づ

くりに努めてもらいたい。 
3 

利用者が安 日常の管理業務や園内巡回のな 園内巡回中に、落枝や危険木の確認を行い、 4  コロナウィルス感染症拡大防止対策で 4 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

全に利用で

きるよう緑

地で発生す

るトラブル

への対応方

法等につい

て提案され

ている 

かでトラブルが発生しやすい箇

所等を把握するなど、全スタッ

フがトラブルの危険性を常に考

えて行動し、利用者の立場に

あった安全対策を講じる。苦情

は利用者の声として受け止め、

小さな苦情を把握して迅速に対

応することでトラブルに発展す

ることを防止する。 

必要に応じて剪定、伐採、伐根を行い、公園利

用者の安全確保を行った。 

園路の落葉で転倒される危険性が発生するの

で、落葉はこまめに清掃を行った。 

せせらぎは藻が繁殖しやすく、転倒の危険性

が高いため、水を流す前に高圧洗浄機で清掃を

行った上、水を流している期間はこまめにブラ

シでこすり藻を落とすよう対応した。 

ハチの発生時期は低木や生垣をこまめに

チェックし、巣ができていないかの確認、巣を

発見した場合は速攻駆除を行った。 

 苦情に関しては対応できる内容であれば迅速

に対応し、全ての内容に関して、その対応策と

ともに全スタッフで共有し、情報を周知した。 

 園路や縁石の損傷、不陸等を確認し随時対応

した。 

 コロナウィルス流行にともない、マスク着用

問題や会議室運営に関する事柄など通常と違っ

た対応が求められる場面が多々あったが、情報

のこまめな共有を行い、利用者が安全に公園を

利用していただけるよう対策を講じた。 

は、国・府・市の対応方針や対策内容の充

実に伴い、市からその都度情報提供を行い

対応を指示したが、利用者の安全を第一に

対応したことは評価できる。 

利用者等の

安全・秩序

維持のため

の適切な対

応方法につ

いて提案さ

れている 

安全面の強化のため、監視カメ

ラによる監視体制、緑地スタッ

フによる巡視の際に危険箇所の

早期発見、緑地内での注意喚

起、来園者の案内等を行い、充

実した施設運用に努める。 

 監視カメラによる監視体制をとり、カメラ

の撮影に支障の出る枝の剪定を行った。 

 スタッフの名札着用、グループ名の入った制

服を着用し、利用者に対して園内での挨拶や気

配り等で、常に園路や施設が安全・快適に利用

できるよう園内巡回を行った。 

 枝や雑草が支障となり、出入り口やトイレ周

辺の見通しが悪くなっている箇所を早期発見

し、剪定や除草を行うことで安全確保を図っ

た。 

 園内のルールに関して、必要に応じ掲示を行

4 

園内で特に園路範囲や池周辺の柵など危

険箇所を園内巡回により早期発見し、来園

者の歩行空間確保に努めている。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

い周知するとともに、ルール違反を見かけた場

合はすぐさま声掛けを行い当公園のルールを理

解していただいた上で、遵守していただいた。 

 指定管理者だけでは対応困難なトラブルに関

しては、枚方市との協議により対応した。 

コロナウィルス感染防止対策においては、枚方

市と連携し、ルールの統一を徹底した。 

市民サービ

スの向上及

び利用者の

利便性の向

上の観点か

ら計画的な

セルフモニ

タリング及

び利用者等

に対するア

ンケートの

実施につい

て、提案さ

れている 

アンケート、利用実態調査な

どにより利用者意見を把握し、

意見を生かした施設の改修や緑

地利用状況の提供等を行う。ア

ンケートは常設及びイベント時

に実施し、回答・提案について

の対応は掲示板等で公表する。 

苦情・要望については、早急に対応できるも

のは出勤スタッフで対応策を考え、2 日～3 日中

に解決したうえで、内容を全スタッフで共有

し、情報を周知した。解決に時間の必要な案件

であった場合は、スタッフ間で問題を共有、対

策について協議し、解決に努めた。 

 アンケートに関しては、事務所受付に常設す

るとともに、各展示会や講習会時にも実施し

た。アンケート結果はまとめて全スタッフで共

有し、公園運営に反映させた。 

4 

苦情要望内容及びアンケート結果をス

タッフで共有しフィードバックして公園運

営に反映していることは評価できる。 

3 

【施設の管理に関する事項】 

①植物管理 

特 殊 植 物

（花しょう

ぶ、スイレ

ン等）の育

成管理を計

画的かつ実

践的に実施

することに

特殊植物の管理については、

管理経験者の指示により従来の

管理方法を踏襲し、年間管理計

画書を作成して適切に管理を行

う。他の花菖蒲園との連携を行

う。 

 花菖蒲、スイレン、日本さくら草の年間育成

管理計画を作成し、適正に管理を行った。必要

に応じて施肥や手引き除草等も行った。 

花菖蒲に関して、大阪府山田池公園と協同

し、両公園の花菖蒲園の内容を記載したパンフ

レットを作成、配布を行った。品種確保のため

に、新たに 10 品種入手した。 

4 

 花菖蒲の品種を増やしていることは評価

できる。 

4 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

ついて、提

案がされて

いる 

花壇管理及

び花苗育成

を計画的に

実施するこ

と に つ い

て、提案さ

れている 

花壇管理・花苗育成の年間管

理計画書を作成し、それに基づ

き管理を行い、花壇管理記録も

作成する。花壇の植替えは年 4

回、衰退した箇所はその都度補

植する。花苗育成管理として

10,000 株の花苗を育成する。 

 年間育成管理計画を作成し、適正に管理を

行った。また、必要に応じて手引き除草等を

行った。花壇の植替え時にまだ見頃を過ぎてい

ない品種があれば、その部分だけ残しておき、

見頃を過ぎてから補植を行うようにした。 

 平成 30 年度に引き続き、今年度も花菖蒲園周

辺に新たな畑を設け、花しょうぶの時期以外に

も楽しんでいただけるよう整備した。 

立体花壇を作成、設置し、季節に合わせて植

物やデザインを入れ替えた。 

 倉庫などに置いてあったプランターを取り出

し、池周辺の階段前に設置し彩りを増やした。 

4 

 事業計画では、10,000 株の花苗を育成す

るとなっており、評価時点では何株くらい

育成中であるかも記載して、見える数値化

も図っていくことを期待する。 

3 

②施設管理 

関係法令及

び 本 市 条

例・規則を

遵守し、緑

地の設置目

的に沿った

管理計画が

提案されて

いる 

「枚方市都市公園条例」「枚方

市都市公園条例施行規則」等関

連法令を遵守し、また「枚方市

みどりの基本計画」に基づき、

鏡伝池緑地の設置目的に添った

管理運営に取り組む。 

 関連法令を遵守し、鏡伝池緑地の設置目的に

添った管理運営を行った。 

3 

 枚方市みどりの基本計画に基づき、「み

どりの拠点」として、市民が憩い、身近な

みどりや水とふれあい、交流するなど地域

の拠点として運営を行っている。 

3 

建築設備全

般に係る点

検・保守を

適切に実施

し、機能保

全・利用者

への安全、

管理棟・便所などの建物の劣化

や不具合箇所の早期発見・未然

防止のため計画を立てて点検・

保守管理を行う。 

事業計画書に沿って、巡回時の日常点検、台

風などの災害時の臨時点検等を行い、軽微な修

繕や保守管理を行った。 

屋外トイレの男子小便器の水栓の不具合が多

くなってきたため、特に注意してこまめに点検

を行い、不具合に早期対応した。 

4 

施設が老朽化している中、適切に管理運

営を行っている。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

快適な環境

が提案され

ている 

緑地で生じ

た廃棄物の

適切な一時

保 管 、 搬

出、処理の

提案がされ

ている 

廃棄物の運搬、処理については

廃棄物処理の各法令に従って処

分の手配を行う。 

園内で発生した落葉の一部は発

酵させて腐葉土にして、園内の

植栽管理に再利用する。 

 緑地で発生した廃棄物は適切に処理を行っ

た。また、園内に堆肥置き場を設置し、落葉を

発酵させて腐葉土として植栽管理に再利用する

など、廃棄物の減量にも取り組んだ。 4 

落葉を再利用して廃棄物の減量に取り組

んでおり、適切に事業計画を実施してい

る。 

3 

備品管理に

当たり、管

理簿の整備

並びに責任

所在につい

て提案され

ている 

備品管理は管理台帳で管理し、

紛失・破損の場合は枚方市に報

告、協議し指定管理者で補充す

る。 

 適切に管理を行い、必要に応じて補充した。 

3 

適切に管理運営を行っている。 

3 

環境に配慮

した管理運

営 を 目 指

し、ごみの

削減、省エ

ネルギー等

具体的に提

案されてい

る 

環境配慮のため、施設内の室温

管理や剪定枝の再利用を行う。

緑地内のごみ箱について、リサ

イクルの意識を高めるように管

理棟近くに分別ごみ箱設置、ま

た腐食の進んだ固定式のゴミ箱

は撤去し、ゴミの持ち帰りを促

進する看板を設置してゴミ持ち

帰りを利用者に呼びかけること

を枚方市と協議する。 

 施設内の適切な室温管理を行った。剪定枝は

講習会で使用する、花壇植替え時に切り取られ

た花はドライフラワーにするなど再利用に取り

組んだ。分別ごみ箱を設置し、腐食した固定ゴ

ミ箱は花苗を植え付けて、花壇として再利用し

た。ゴミ処理については適切に対応し、公園環

境の美化に努めた。 

4 

ゴミとなる前に再利用することで、出来

る限りゴミが出ない工夫を行っている。引

き続きゴミの削減やリサイクルの意識を高

めてもらいたい。 

3 

公正採用へ

の対応とし

て、大阪府

公正採用選

考人権啓発

公正採用選考人権啓発推進員は

副総括責任者とし、後日、公正

採用選考人権啓発推進員対象の

研修を受講します。 

 公正採用選考人権啓発推進員を副総括責任者

とした。公正採用選考人権啓発推進員対象の研

修を受講予定である。 3 

 早急に研修を受講することとし、公正採

用への対応をお願いしたい。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

推進員設置

要綱、又は

大阪労働局

公正採用選

考人権啓発

推進員設置

要綱に基づ

き、「公正

採用選考人

権啓発推進

員」を設置

している 

 

障害者法定

雇用率が達

成されてい

る（申請段

階で未達成

の場合は、

緑地におけ

る雇用をは

じめ、雇用

率が達成で

きるよう提

案されてい

る） 

障害者雇用法定率について、代

表企業は平成 28 年 6 月時点で

達成しており、緑地の日常業務

において、雇用が可能な業務に

ついては雇用環境が整い次第、

福祉関係機関と連携しながら積

極的な雇用を推進する。 

 代表団体である京阪園芸株式会社は、平成 28

年 6 月時点で障害者雇用法定率を達成している

が、協働活動として今年度に支援学校の実習生

の受け入れがなかった。来年度は関連機関と連

携して支援学校生の職場実習先として受け入れ

を行えるよう調整を行う。 

3 

 代表団体が障害者雇用法定率を達成して

いるが、協働活動を実施する等障害者への

配慮を期待する。 

3 

業務に従事

す る も の

が、人権に

ついて正し

い 認 識 を

持って業務

スタッフ教育でマナー教育、人

権教育、安全管理教育、専門知

識の教育、環境研修等を実施予

定である。 

 人権問題に関する資料の配布や、市からの人

権に関する通達の周知など、スタッフ全員の人

権への理解を深めるために教育を行った。 
3 

事業計画に基づき実施されている。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

を遂行でき

るよう、人

権研修につ

いて、提案

されている 

男女雇用機

会均等法に

基づくセク

シャル・ハ

ラスメント

防止対策に

ついて提案

されている 

京阪園芸の就業規則では、育

児・介護休業等に関する規程が

あります。またセクシャル・ハ

ラスメント防止のため相談窓口

を設けており、これに準じた対

応を緑地スタッフについても行

えるよう体制を整えます。 

 全てのスタッフが安心して業務に従事できる

よう職場環境を整えるため、セクシャル・ハラ

スメントの防止措置として代表企業の就業規則

などに準じて方策を講じている。 
3 

事業計画に基づき、京阪園芸株式会社の

就業規則に準じたセクシャル・ハラスメン

ト防止対策の取り組みを行っている。 

3 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

枚方市情報

公開条例の

目的等を踏

まえ、管理

運営事業で

保有する情

報の公開に

関する対応

が明確に示

されている 

管理運営に係る情報公開請求が

あった場合、情報公開内容につ

いては個人情報保護法関連五法

を遵守し、「枚方市情報公開条

例」に基づき情報公開する。判

断が難しいものについては枚方

市と協議し適正に対応する。 

 令和元年度の情報公開請求はなかったが、今

後も管理運営にかかわる情報公開請求があった

場合、情報公開の内容については個人情報保護

法関連五法を遵守し、「枚方市情報公開条例」

に基づいて情報公開を行う。判断が難しいもの

については枚方市と協議の上、適正に対応す

る。 

3 

管理運営事業で保有する情報について、

個人情報保護法関連五法を遵守し、「枚方

市情報公開条例」に基づいて適切に対応を

行っている。 

3 

枚方市個人

情報保護条

例の目的等

を踏まえ、

個人情報の

保護に関す

る必要な措

置について

個人情報保護について、方針の

制定及び管理体制の確立を図る

と共に、個人情報保護方針を定

め、各責任者及び従業員に周知

し、この方針に従い個人情報の

適切な保護に努める。 

 個人情報保護責任者として個人情報保護士の

資格を有する者を選任し、職員への研修及び個

人情報への問い合わせに対応する体制を整え

た。令和元年度の個人情報への問い合わせはな

かった。 
3 

個人情報の適切な保護について、職員へ

研修を行い、個人情報の問い合わせ対応へ

の体制を整えていた。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

明確に示さ

れている 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊急時・防

犯・防災対

策の危機管

理マニュア

ル作成等が

提案されて

いる 

危機管理マニュアルの作成を行

い、事故発生など非常事態や、

地震、風水被害が発生した際、

スタッフが迅速に行動できるよ

うにする。 

 日常における危機の予知・予防を行う「平常

時の危機管理」と、事故または自然災害などの

発生時における緊急対応を行う「緊急時の対

応」と緊急対応後の事故対応を行う「危機収束

後の対応」の 3 つを柱とする「枚方市民の森(鏡

伝池緑地)公園危機管理マニュアル」の内容確

認、スタッフ間での周知徹底を行った。 

4 

 昨今の自然災害の増加、激甚化に対応で

きるよう、マニュアルに基づいた訓練も計

画するよう期待する。 

3 

緑地の有す

る防災機能

を踏まえ、

緊急事態発

生時又は発

生が予測さ

れる場合に

おける常時

連絡可能な

体制・方策

が提案され

ている 

危機管理体制に基づいた緊急連

絡網を事務所内や構成企業に備

え付けるとともにスタッフ全員

に配布してスムーズな連絡体制

を構築する。 

 「枚方市民の森(鏡伝池緑地)公園危機管理マ

ニュアル」より、事故、火災などの非常事態が

発生した場合は、緊急連絡網及び緊急出動体制

に従って対応することとし、緊急時連絡網を事

務所内や構成企業に備え付けると共に、スタッ

フ全員に配布してスムーズな連絡体制を構築し

た。 
4 

危機管理マニュアルを設け、枚方市に暴

風警報等の発令時、適切な体制を確保して

いた。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

構 成 員 間

（本支社間

含む）、市

との間にお

けるリスク

分担に対す

る考え方が

明確に示さ

れ、かつ考

え方に対応

した分担内

容となって

いる 

枚方市鏡伝池緑地（市民の森）

指定管理者募集要項の別表 2 リ

スク分担表に記載されている責

任区分に基づき、指定管理者と

してのリスクの責任を負う。グ

ループ内のリスク分担について

は、内容によってグループ内で

協議の上、適正に対応する。ど

ちらがそのリスクを負うのか

はっきりしないものに関して

は、枚方市と協議の上、柔軟に

対応する。 

 募集要項及び業計画に基づき、リスクの責任

を負うこととする。分担が不明な場合は市と別

途協議する。グループ内のリスク分担につい

て、内容によってグループ内で協議の上、適正

に対応した。 

3 

事業計画に基づき、募集要項に定めるリ

スク分担表に沿って対応している。 

3 

 
一次評価（指定管理者による評価） 平均点 3.7 二次評価(市による評価) 平均点 3.3 
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一次評価者（指定管理者）所見 

今年度は年明けからコロナウィルスが流行り始め、3 月はイベントが全て中止となるなど、今まで経験したことのない事

態に見舞われましたが、運営としては大きな事故やトラブルも生じることなく無事に終えることができました。3 年目は、

以下の項目を中心に運営に取り組みました。 

〇講習会、イベントの充実 

〇園内掲示の充実 

 

【成果】 

・講習会、イベントの充実 

昨年度好評であった講習会に加え、アンケートで回答いただいた参加してみたい講習会の意見を参考に新たな植物に関

する講習会を開催し、多くの方に参加していただけました。 

また、従来の展示に加え、こいのぼりやハロウィン、クリスマスなど若い世代から大人まで楽しんでもらえるようなイ

ベントの装飾に取り組み、屋外展示だけでなく、2 階展示室にも展示し、施設の効果的な利用に取り組みました。2 階展

示室は気づかない方が多いので、園路や出入り口に掲示物を貼り、イベントの周知に努めました。 

 

・休憩場所の増設 

床几台を 4 基製作し、花しょうぶ園周辺及び八ッ橋の上に設置しました。花しょうぶの時期はもちろん、夏場でも木陰

で休憩できると来園者の方々からご好評をいただいています。 

 

・新規掲示板の作成 

園内に既存していた案内板の内容が古くなり現在の公園と合わなくなっていたので、新しく作り直しました。既存看板

を再利用することでごみの排出削減にも努めました。 

 

・樹名板・花紹介の充実 

樹木の名前や花の名前がわからないというご意見を多数いただいていたので、樹名板についてはボランティアを募り、

樹名板の作成を行いました。花の名前は季節に応じて内容を変えられるような案内看板を作成、事務所棟下の掲示板周辺

に設置しました。 

 

・花菖蒲展時のシャトルバス運行 

昨年、バスがなくなり、アクセスしにくくなったというご意見を多数いただいたから、花菖蒲展開催中の土日のみシャ

トルバスの運行を行いました。4 日間運行し、樟葉駅からの乗車人数計 180 人、市民の森からの乗車人数系 161 人と多く

の方にご利用いただきました。来年度も引き続きシャトルバスを運行したく思います。 

 

【課題】 

・SNS の周知 

昨年度から運用している SNS について、いまだに存在を知られていないことが多いので、イベントの告知などに利用し
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ていますが、まだ効果が発揮できていない状態です。より多くの人に認知していただけるよう対策を考えます。 

 

・年代による利用場所の差の解消 

 イベント時の案内掲示物の増設、のぼりによる緑化フェアのアピールなどを行い、園内に来られている方へのイベントへ

の誘導は行えましたが、イベントのない時期の利用場所の差異が埋められていないので、開花している植物の紹介などを

行い引き続きどの年代にも園内全体を楽しんでいただける方法を考えます。 

 

総合評価 

二次評価者（施
設所管部署）所
見 

 指定管理者が注力を注いでいる「花菖蒲展」において、より多くの来園者を確保するため京阪電鉄樟葉駅から市民の森へ

の直通バスを自主事業で運行したことは評価できます。 

 SNS の活用を昨年に引き続き取り組んでいただいていますが、自己評価にもあるように市民への認知度がまだ低いようで

あることから、更なる活用方法を検討し、市民ニーズに合ったみどりの拠点としての役割が果たされることを期待します。 

事業計画に則

した適切な管

理運営を行っ

ている 
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